
１０，０００円 

①②負担上限額 
  １５，０００円 

高額介護（予防）サービス費（月額） 
10,000円×12ヶ月 
＝１２０，０００円 

真の自己負担額（①介護・②総合事業） 

１８０，０００円 

高額介護（予防）サービス費（年額） 
年額を外部結合にて
国保連にデータ伝送 

（１）介護・総合事業の真の自己負担額を算出。※医療分も同様に算出。 
 

【年額】 

１７０，０００円 

高額医療合算介護（予防） 
サービス費 
高額介護予防医療合算 
サービス事業費 

介護保険課では毎月高額介護（予防）サービス費/高額介護予
防サービス事業費を計算・支給。 
【月額】 

計算結果を送付 

新宿区 国保連 

総合事業分の高額介護予防ｻｰﾋﾞｽ事業費を 
外部結合として追加 

高額介護予防サービス事業費（月額） 

高額介護予防サービス事業費（年額） 

高額医療合算介護（予防）サービス費 
高額介護予防医療合算サービス事業費 
⇒計算結果をもとに医療保険者とともに支払を行う。 

自己負担額 ①介護+②総合事業 ２５，０００ 円 自己負担額 ①介護+②総合事業２５，０００円×12ヶ月＝ ３００，０００ 円 

※国保連が毎月のレセプトから把握している自己負担額 

（２）介護・総合事業と医療の真の自己負担額から合算の支給額を計算。 
 
【年額】 

自己負担額 ①介護+②総合事業180,000円 ＋ ③医療180,000円 ＝ ３６０，０００ 円 

①～③負担上限額 
     １９０，０００円 

１７０，０００円 

高額介護予防医療合算サービス事業費支払までの流れ  ※図中数値は一例 (資料４２－４) 


